
 

さくらねこ無料不妊手術チケット（行政枠）交付手続の流れ 

申請者（地域猫活動団体等）     蒲郡市（環境清掃課） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問合せ先〕蒲郡市役所 環境清掃課 環境保全担当 

〒443-0105 蒲郡市西浦町口田土１（クリーンセンター内） 

電話：０５３３－５７－４１００ 

メール:kankyo@city.gamagori.lg.jp 

【留意事項】 

１．チケットの有効期間は１か月間です。 

２．チケットはどうぶつ基金協力病院のみで使用可能です。 
（https://www.doubutukikin.or.jp/activity/sakuraneko-surgery/hospital_list/） 

３．必ずしも申請した枚数のチケット交付が受けられる訳ではありません。 

４．チケット使用の猫は「蒲郡市地域猫等不妊去勢手術費補助金」を利用できま

せん。 

５．猫の状態等によってはワクチン接種等の別途費用が必要になる場合がありま

す。 

６．市からどうぶつ基金への実績報告が遅れると、どうぶつ基金から市へチケッ

トが発行されなくなるため、申請者は必ずチケットを使用した月の翌月１５日

までに市へ使用報告書を提出する必要があります。 

②申請受付 

③どうぶつ基金へチケット申込み 
（毎月 1〜5 日） 

④どうぶつ基金から市へチケット
発行（毎月 20 日頃） 

①市へチケット交付申請 
（ﾁｹｯﾄを使用したい月の

前月 1 日までに提出） 

⑤申請者へ交付決定通知・
チケット交付 

⑥市からチケット受領 

⑦猫を捕獲し指定の動
物病院で手術して元
の場所に戻す 

⑨市からどうぶつ基金へ
実績報告 

⑧市へ活動報告 
（ﾁｹｯﾄ使用月の翌月 15

日までに提出） 
・さくらねこ無料不妊手

術ﾁｹｯﾄ使用報告書 
・ﾁｹｯﾄ使用一覧 
・活動現場の写真 
・手術対象猫の手術前後

の写真 
・未使用ﾁｹｯﾄ 等 

・さくらねこ無料不妊
手術ﾁｹｯﾄ交付申請書 

・環境清掃課窓口で
交付 


